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被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移
(万 )
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資料 :福祉行政報告例より保護課にて作成



完全失業率の増加とともに、保護開始人員数も増加している。
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(注 )東 日本大震災の影響により、平成23年 3月 から8月 の失業率については、岩手県・宮城県・福島県を除いた数値を用いている。
(資料)福祉行政報告例 (平成23年4月 以降は速報値 )、 労働力調査 (総務省 )
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世帯類型別の保護世帯数と世帯保護率の推移

10年前と比較すると、各世帯類型ごとにみた保護世帯数、世帯保護率ともに増加しているが、特に、稼働年齢層と考
えられる「その他の世帯」の割合が大きく増加している。

◆ lo年前 (平成 12

被保護世帯
総数

高齢者世帯 母子世帯
傷病口障害者

世帯

その他の

世帯

世帯数

(構成割合(%))

750,181

(100)

341,196

(45.5)

63,126

(8.4)

290,620

(38.7)

世帯保護率(%o) 16.5 43.9 106.1 19.3

◆現在 (平成22年度)

4倍強の

増加

被保護世帯

総数
高齢者世帯 母子世帯

傷病・障害者

世帯

そ
程彗ワ

世帯数

(構成割合(%))

1,405,281

(100)

603,540

(42.9)

108,794

(7.7)

465,540

(33.1 )

1 227,407

(16.2)

世帯保護率(%o) 28.9 59.1 153.7 18.4  ∧
世帯類型の定義
高齢者世L帯 i男 女とも65歳以上(平成 17年 3月 以前は、男65歳 以 :、 女60歳 以上)の 者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の者が加わったIL帯
け子世帯 :死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満

(平成 17年 3月 以前 li、 18歳以 L60歳未満)の 女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯
障害者世帯 :世帯主が障害者力‖算を受けているか、障害・知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯
傷病者‖t帯 :世帯主が人院 (介護老人保健施設人所を含む。)し ているか、在宅患者加算を受けている世帯、オヤしく|■ 世帯主が傷病のため働けない者である世帯
その他の世帯 :上 記以外の世帯                                   "、 レul:|―  ― ェⅢ′――に̀‐

工 .ヽ

′   ヽ

(参考)その他の世帯のうち

20～ 29歳が5.2%
50歳以上が54 9%

(平成21年 )

資料出所 :福祉行政報告例
国民生活基礎調査
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年齢階層別被保護人員の年次推移

年齢別の被保護人員としては、60歳以上の高齢者の伸びが大きい。
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資料 :被保護者全国一斉調査 (基礎調査 )

490,356人

(29896)

378,662A

(2269る )

254,767人

(152%)

241,623A

(144%)

153,005A

(91%)

112.174A

(67%)

43.064ノ k
(26%)
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都道府県目指定都市口中核市別保護率 (平成24年3月 時点)

○全国平均保護率 :165%(098%)

O都道府県別保護率  O指 定都市別保護率   ○中核市別保護率

上位10都道府県

保II卒 (%)

大 阪 府 340(193)

北 海 道 310(207)

高 知 県 279(178)

福 ltl 県 258(168)

京 都 府 233(161)

沖 縄 県 226(141)

青 森 県 222(136)

東 京 都 ( )

長 崎 県 214(128)

徳 島 県 (120)

下位1螂道府県

保護率(%)

滋 賀 県 077(051)

静 岡 県 076(035)

山 梨 県 068(032)

鮮 馬 県 067(038)

山 形 県 062(038)

石 川 県 061(038)

岐 阜 県 056(026)

長 野 県 053(027)

福 井 県 046(025)

富 山 県 032(020)

注:指定都市及び中核市数1直は再掲

保護率(%)

大 阪 市 572(313 )

札 幌 市 371(235 )

京 都 市 3"(227 )

神 戸 市 315(228 )

堺   市 301(  ―  )

福 岡 市 283(169 )

北 九 州 市 245( 127 )

広 島 市 232(lЮ  )

1崎 市 223( 155 )

名 古 屋 市 208(096 )

横 浜 市 185( 111 )

岡 山 市 183( ― )

千 葉 市 182( 086 )

相 模 原 市 170 (  ―  )

仙 台 市 158(082 )

さいたま市 154( ― )

新 潟 市 136( ― )

静 岡 市 115( ―  )

浜 松 市 092( ― )

上位10市

保護率(%)

函 館 市 467( ― )

東 大 阪市 416( ― )

旭 市 4 1Xl(264 )

尼 崎 市 394( ― )

高 知 市 375(254 )

長 崎 市 306(161 )

青 森 市 293( ― )

鹿児 島 市 254(160)

松 山 市 238(147 )

和 歌 山 市 228(123 )

下位10市

保護率(%)

前 橋 市 106( ― )

郡 1 市 096(051)

柏   市 092( ― )

金 沢 市 084(050)

高 崎 市 079( ― )

長 野 市 076(030 )

豊 橋 市 069(032)

豊 田 市 059(029)

岡 崎 市 059( ― )

富 山 市 041(027)

■
■
■

25%以 上

2.0%以上2.5%未満

1.5%以上2.0%未満

1.0%以上 1.50//●未満

1.0%未満



生活保護費負担金 (事業費ベース)実績額の推移

1生活保護費負担金実績額 (事業費ベース)は平成21年度に3兆円を突破し、さらに増加している。全体の約半

I分は医療扶助が占めている。
1
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資料 :生活保護費負担金事業実績報告
※ 1 施設事務費を除く
※2 平成22年度までは実績額、23年度は補正後予算額 (前年度精算交付分除く)、 24年度は当初予算案額
※3 国と地方における負担割合については、国3/4、 地方1/4

(億円)
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医療扶助費の構成割合の推移

1.年齢階級別にみた場合(全診療種計)
高齢化に伴い、60歳以上分が占める割合が増えてきている。

60歳以上:571% 60歳以上:693%

く平成22年度〉

●～19歳   ■20～ 29歳   ●30～ 39歳   ■40～49歳   ●50～ 59歳   ●60～ 69歳   ,70歳 以上

2傷病分類別にみた場合(入院と入院外の計) 精神関連疾患及び循環器系疾患の割合が高い。

く平成22年度〉

186%     86%

精神・行動の障害

循環器系の疾患

精神・行動の障害

■新生物

■循環器系の疾患

●筋骨格系・結合組織の疾患

■内分泌・栄養・代謝疾患

■呼吸器系の疾患

■尿路性器系の疾患

日精神・行動の障害

■消化器系の疾患

その他

循環器系の疾患

資料 :医療扶助実態調査、生活保護費負担金事業実績報告



生活保護の事務手続の流れ

制度の相談 審 査
(期間は原則2週間)

【対応者】・査察指導員
・ケースワーカー

:_________―
― ― ― ― ― ― ― ¨ ― ― ― ― J

◆ 相談に至った経緯について確認
・現在の生活状況
・収入の有無
・病状
・就労状況
・資産、負債の有無
・家族、親戚関係

′・
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、

1亀三卵秘群結磐脚
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―
ヽ             

一
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1生活福祉資金等)について、紹介  ≒
lや活用の助言を行う        :

′

【担当者】・査察指導員
・ケースワーカー

居住先などへの訪間調査
・生活状況の把握等

産調査
・銀行に対して預貯金口座の有無、残高、
生命保険会社に加入の有無、解約返戻金等
について照会

収入状況調査
・就労している場合は、本人に給与明細等の
提出を求め、必要に応じ雇用先に調査。

稼働能力の調査
・健康上の問題があると認められる場合、
本人に対し検診命令を実施。検診結果を基に
稼働能力の有無等を把握

他法関係の資格調査
・年金の受給権の有無、受給額等を年金事務
所に照会

・児童扶養手当等の受給の可否を関係部
局に照会

扶養義務者への照会
・配偶者や三親等内の親族等の扶養義務者に
対し、経済的支援等の可否を文書で照会

申

請

却

下

保
護

の
申
請

保
護
開
始

他法他施策等の活用により、
最低生活が維持される場合は、
申請に至らない。



不 正 受給 の 状 況

不正受給件数は毎年増加 しており、そのうち5割強は稼働収入の無申告や過少申告である。

福祉事務所による課税調査等の照会 口調査により、約 9割が発見されている。

1)不正受給件数、金

年  度
不正受給
件  数

金  額
1件当たり
の 金 額

告 発 等
保 護 の

停廃止等

０
０

件

14,669

千円

8,978,492

千円

612

件

つ
０

件

3,679

ｎ
， 15,979 9,182,994

Ｅ
υ

●
ι 3,807

Λ
υ

う
‘ 18,623 10,617,982

ｎ
リ

「
′

Ｅ
●

●
乙 4,493

21 19,726 10,214,704
０
０

晨
０

●
ι 4,549

り
ι

●
乙 25,355 12,874,256 ０

０
ハ
Ｖ

Ｅ
υ

貫
υ 6,967

(3)不 正 の契機の状況

内 訳
平成20年度 平成21年度 平成22年度

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比

照会・調査

件

16,721

0/1

ｎ
υ

０
０

件

17,621

%

89 3

件

22,661

％

　

＝ｎ
Ｖ

Ｏ
●

通報・投書
ｒ
ｕ

ε
υ

■
９

ら
ι

ａ
Ｖ

Ｅ
υ

И
十

Ｅ
０

そ の 他
り
０

，
′ 40 う

０
０
０ 43 1,242 49

計 18,623 100 0 19,726
ハ
Ｖ

Ａ
υ 25,355 ハ

〕
ハ
Ｖ

Ａ
Ｖ

(2)不正内容の年度別推移

内 訳
平成20年度 平成21年度 平成22年度

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比

稼働収入の無申告

件

10,486

%

ｒ
ｕ

ｒ
υ

件

9,891

%

50 1

件

11,026 43

稼働収入の過小申告 2,029 109 ０
０

ｎ
υ 101 2,055

０
０

各種年金等の無申告 2,667 143 4.022 ｎ
Ｕ

０
４ 7,015 27 7

保険金等の無申告
ａ
υ

ｒ
υ 36 742

●
●

り
０

ハ
Ｖ 41

預貯金等の無申告
И
”

Ｅ
υ

う
０

０
０

メ
■ 24 ｒ

υ
Ｃ
υ 22

交通事故に係る収入の

無申告
Ｅ
υ

ｎ
ｖ

●
●

Ｏ
ι

ｎ
υ

Ｏ
乙 403

ｒ
υ

その他 2,120
”
” 2,313 3,270

●
‘

計 18,623
ハ
υ

＾
Ｖ

へ
υ 19,726

ハ
υ

ｎ
υ

ハ
Ｖ 25,355 100 C

(注)1生活保護法施行事務監査の実施結果報告を集計したもの。
2 「照会、調査」とは、福祉事務所が被保護世帯、勤務先、生命保険会社、税務官署、
社会保険事務所等の関係先に対する照会や訪間調査を行つたもの及びに監査指摘等
によるものである。

3 「通報、投書」とは、他の福祉事務所、一般住民、民生委員等からの通報及び投書で
ある。                               10



不正受給の具体的事例について

地方自治体において、告発等を行つた主な事例は以下のとおり。 (平成 22年度)

○逮捕、警察からの通報により、稼働収入の無申告が判明したケース

○課税調査により、夫と妻の稼働収入の無申告、過小申告が判明したケース

○警察からの捜査情報照会により、鉄筋工として働いていた夫の稼働収入の過小申告が判明した

ケース

○課税調査により、年金収入の無申告が判明したケース

○警察からの通報により、重要事項証明書の偽造等により、敷金及び移送費を詐取したことが判明し

たケース

○警察からの通報により、暴力団であることを隠して保護を受給していたことが判明したケース

○住民からの通報により、暴力団であることを隠して保護を受給していたことが判明したケース

○住民票所在地への照会により、知人名を編つて保護を受けていたことが判明したケース

○関係先調査により、訓練給付金を受給していたにもかかわらず、収入を無と申告していたことが判明

したケース

○不動産屋への照会により、住居も就労収入もあるのにホームレスを装い保護申請し、入居費、生活

.扶 助費等を受給したことが判明したケース                      11



不正受給への対応

1課税調査の徹底による稼働収入の無申告、過小申告への対応

○ 生活保護受給者の収入状況を把握するため、毎年、税務担当官署の協力を得て生活保護受給者
全員の課税状況の調査を実施している。

→ 更に管外に転出した者や保護廃止となつた者も調査対象とした。 (平成23年 )

2各種年金の無申告への対応

○ 生活保護受給者の年金受給権を確認するため、60歳以上の者の全員の年金加入状況の調査を実
|

施している。 l

,

-1

3預貯金の無申告への対応
:

○ 資産調査に当たって、金融機関の国内全店舗分の口座の状況を本店等に一括して照会するこ

とにより確認できるようにする。(本年中に実施予定 )

L¨ ________― ¨ ¨ ― ― ― ― ¨ ¨ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ¨ ¨ ¨ ¨ ― ― ― ¨ ¨ ― ― ― ― ¨ ¨ ¨ ― ¨ ― ― ― ― ¨ ¨ ― ― ― ― ― ¨ ¨ ― ― ― ¨ ― ¨ ¨ ― ― ¨ ― ― ― ― ― ― ― ― ・̈・

4告訴等の厳正な対応

○ 悪質な不正事案に対し告訴等を含めた厳正な対応をするため、不正事案の告発の目安となる
基準を策定する。(例えば、不正受給金額、期間、手段等 )

］　．．．．
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実施機関による金融機関に対する資産等の調査について

O生 活保護法第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又は
その扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務
者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

より円滑な調査実施に向けた運用改善

甲金融機関A支店

甲金融機関B支

>照会先が多く、事務的な負担が大きい
>地域限定の調査の場合、預貯金保有の把握に
漏れが生じる可能性がある。

島
A支店

[1石

=======

島
難
　
島
嘲

回 答 甲金融機関本店等

〔全支店の情報把握〕

>照会先が本店のみとなり、事務的な負担が軽減
>本店等―括照会の実施について、各金融機関団体を通じ
て要請



生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめ (平成23年 12月 12日 )(抜粋)

【3】 生活保護費の適正支給の確保

2.不正受給に対する取組の徹底

○ 悪質な不正事案に対しては、刑事告訴 口告発をする等福祉事務所において厳正な対応
が必要である。それを円滑に行うため、国は、不正事案の告発の目安となる基準の策定
について検討する必要がある。

○ 暴力団排除に向けた取組として、保護申請時に暴力団員でないことの申告を求めるこ
ととし、併せて、受給者が暴力団員であることが判明した場合の法第78条に基づく返還
請求の対象範囲を整理し、基本的には開始時から返還請求の対象とする方向で明確化す
る必要がある。
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医療扶助の適正化に向けた取組みについて

品の使用促進 ‐

医療全体で後発医薬品の一層の使用促進を図る必要がある中、医療扶助についても、受給者の便益を損なわ
ないよう配慮しつつ、後発医薬品の新たな使用促進策を実施。

具体的には、生活保護受給者に理解を求めた上で、後発医薬品を一旦服用することを促 し、服用終了時に再
度、本人の意向を確認し、更なる使用促進を図る。

後発医薬品の使用促進など医療扶助適正化対策を推進するため、福祉事務所に「医療扶助相談・指導員」を
西R置 し、後発医薬品の取扱いについて周知徹底・協力依頼、不適切な受診行動を行っている者に対する助言指
導等を行う。

これまでの紙レセプ トに比べ、平成23年度から本格運用している電子レセプ トを活用することで、抽出・

点検作業の効率化を図られることから、各自治体においてレセプト点検の強化に取り組む。国においても、電
子レセプトに係るシステムについて、具体的な対象となり得る者を抽出するための機能強化を行う。

に対する効果的 ,効

電子レセプト等を活用して、生活保護の指定医療機関からの請求状況を集計・分析し、生活保護受給者に関
する 1件当たりの請求金額が高い等、他に比べ突出しているケースについては、重点的にレセプトを個別に内
容審査し、請求内容にPcD3題の疑いがある医療機関に対しては重点指導を実施。また、指導等の対象となり得る
医療機関を選定する基準を策定し、指定医療機関に対する効果的・効率的な指導を推進する。

同一月に複数の医療機関から向精神薬を処方されている生活保護受給者に対する指導について、これまでは
精神科間の重複処方のみの点検だったところ、電子レセプ トの情報を活用 し、全診療科間の重複処方を抽出し
て適正受診指導を行う。



レセプト点検等の医療適正化への取組内容

１

０

レセプト点検の実施

医療費の適正な支払いのため、 及び福祉事務所において、資格点検、内容点検
行う。なお、平成23年度から新たに電子レセプ

卜を導入 し、

3長期入院患者に対する退院促進
○ 長期入院患者 (入院期間が 180日 を超えた者)の全員を対象として、嘱託医や主治医との協議により入院治療の必要性など

患者の状況を把握。入院の必要がないと判断された者に対 して、適切な受入先の確保、個々の退院阻害要因の解消等を行う^

道府

支払金額 1,344,851百 万 円 1,549,176百万円 1,558,845雇 T万円

過誤調整額 11,528百万円 11,985百万円 14,219百万円

過誤調整率 0 86% 0 77% 091%

頻回受診者に対する適正受診指導

療日数が過度に多い
主治医訪間による病

嘱託医への協

3,874人 3,816人

1,280人 1,279人 1,271人

33.01% 33 31%

入院の必要がない長期入院患者 6.058人 6,189人 5,830人

4,396人 4,371人

72 57% 70.63%
出典 :「セーフティネット支援対策等事業費補助金に係る国庫補助協議について」(厚生労働省社会・援護局保護課)



生活保護等版レセプト管理システムの機能 (抜粋)

点検機能 縦 乞 み /_~Zべζ 抽出 ″点検 作業力切 事 Z

統計自分析機能 統計・分析雛 tこよ久 適正 ″ こ向
=す
た計画的な取組力=可能

指定した期間の医療費を集計し、任意
や、上位を占める傷病の割合を把握。

に指定した傷病

傷病を指定し、レセプト件数、医療費、受診率等を集計。
24年度改修 (予定)

複数月にわたるレセプトをグループ化して、頻回受診等を
点検。

|「

あらかじめ設定した条件が同じで、重複して請求され
ているレセプトを点検。

生活保護基幹システムとデータ連携し、生活保護受給者
以外のレセプトが混在していないか等、レセプトの有効性
を点検。

年間の医療費を、受診率、1件当たりの日数、1件あた
りの医療費、1人あたりの医療費別に割合を算出。

た傷病の件数や i‐医療機関ごとに医療費を集計 t

医療費などを表示。

1 24年度改修 (予定)

抽出機能を強化し、具体的な

指導対象となり得る者を容易
に抽出。

(例 )

01月 に15日 以上3カ 月以上継続
して受診している者

○向精神薬を複数の医療機関か
ら重複して処方を受けている者

0180日 以上入院している者 等

医療機関の分析機能を強化し、

生活保護の請求が他に比べて

突出している等、特徴のある医
療機関を容易に抽出。

(例 )

01件当たりの請求金額が高い

医療機関
○特定の診療行為が多い医療機関

l Ll

集計する対象・期間を任意に選択し、統計・分析表を作成。




